
令和６年度 第６回 龍ケ崎市都市計画審議会 

 

 

                   日  時：令和７年２月２１日（金） 

                        午後２時から 

                   場  所：龍ケ崎市役所５階 

                        全員協議会室 

 

 

～ 会 議 次 第 ～ 

 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議  題 

【諮 問】第１号 竜ヶ崎・牛久都市計画 生産緑地地区の変更について 

（平台第 2号・第 3号生産緑地地区） 

 【諮 問】第２号 竜ヶ崎・牛久都市計画 地区計画の決定について 

（若柴長山前南部地区） 

 

４ その他 

 光順田東部地区用途地域変更住民説明会の状況について 

龍ケ崎市都市計画マスタープラン策定の進捗報告 

（パブリックコメントの結果について） 

 

５ 閉  会 
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光順田東部地区 用途地域変更等に係る住民説明会実施報告書 

 

１．開催概要 

日   時： 令和７年２月１５日（土） 午前１０時～午前１１時 

開催場所： 大昭ホール龍ケ崎 小ホール 

参加者数： 62名 

 

２．説明会にて出された質問と回答（要旨） 

（１） 用途地域の変更に関する質問                           

◇今後別の計画が持ち上がり、用途地域が工業系に変更になる可能性はないのか。 

→茨城県より用途地域設定の指針が示されており、基本的に住居系用途の隣接に工業系用途を設定するべ

きではないとされているので、本市でもこの指針のとおり運用したいと考えている。 

◇第一種中高層住居専用地域から第一種住居地域・第二種住居地域に変更になることによってより高い建

物が建つようになるのか。 

→いずれの用途地域にも絶対高さの制限はない。道路・隣地の斜線制限や日影規制の他、建ぺい率・容積率

の範囲内で建物が計画されることとなるが、今回は建ぺい・容積率の変更はないので、条件は現行とさほ

ど変わらない。 

 

(2)事業者の決定に関する質問 

◇優先交渉権者が決定したとのことだが、第２・第３の提案に変更となることはあるのか。 

→優先交渉権者のプランで進めて行くこととしており、その実現に向けて鋭意努力していく。第2・第3のプ

ランへの変更は検討していない。 

◇第１回の公募の際には契約予定価格を約６億としていたが、第 2 回の公募では２億２千万と４億円の乖離

がある。積算根拠を知りたい。 

→第１回の公募の際には、土地価格を予定価格として金額を設定したが、第 2 回の公募の際には、土地価格

から、建物の取り壊し費用相当分を考慮して金額設定している。 

◇スタジオ関係の会社が興味を示していると跡地活用の説明会で聞いていたが、公募の中にはなかったの

か。 

→そのような企業からの応募は無かった。 

◇３者の提案の中で提示額が一番高かったのが「大和ハウス工業株式会社茨城支店」という認識でよろしい

か。 

→今回は、金額だけでなく、提案内容を評価して事業者を選定したいといった理由から、プロポーザル方式

による事業者選定を行った。その結果、「大和ハウス工業株式会社茨城支店」の提案内容が最も優れてい

ると評価されたため、同社を優先交渉権者としたところである。 

◇民間に任せず、避難所等、行政で何か施策はなかったのか。 

→本市では「龍ケ崎市公共施設跡地活用方針」を策定しており、その中で、まずは行政施設の需要を検討して 

いる。しかしながら、検討の結果、行政需要は見いだせなかった。 
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→避難所については、龍ケ崎市街地は避難所が最も集積しており、城南中学校がなくなった場合でも、近隣 

の施設で想定している収容人員を十分賄えると試算している。また、事業者からも今回の施設を避難場所 

として活用する旨の検討を行っていると聞いている。 

  

(3)事業に関する質問 

◇建物は解体する予定なのか。解体費用は誰が出すのか。 

→建物は取り壊すと聞いている。取り壊し費用については、全て新たな事業の中で対応していただくことと

なる。 

◇来客数等の見込みは。 

→現段階で来客見込み数の数値は示されていない。提案された事業規模の場合、大規模小売店舗立地法に 

基づく手続きが必要となる。その中で、来客数や駐車場の需要見込が計算されることとなる。 

◇隣接する城南ショッピングセンターとの連携は。商業施設どうしの動線を作る考えはあるのか。 

→旧城南中学校跡地と城南ショッピングセンターの間に動線を確保しようとすると、民地を通り抜けること 

となる。行政では、そのような動線を確保することは考えていない。 

◇今回、売買する土地の面積はどのくらいか。 

→売買する土地の面積は約 30,000㎡である。 

◇周辺環境との調和とあるが、閉校となった城南中学校のモニュメント等、思い出を残す計画はあるのか。 

→市では、モニュメント等、歴史や思い出を残すようなものを設置することは考えていない。閉校の際、記 

 念誌等の作成を行っており、そのような形で残しているので、ご理解いただきたい。 

 

(4)その他の質問 

◇「定住人口・交流人口の増加」との話があったが、実際のところ増加しているのか。 

→詳細のデータは手元にはないが、たつのこやまは休日にはかなりの人出でにぎわっている。また、森林公 

園のリニューアルを行っており、周辺地域からも集客があることから、全体的にみれば交流人口は増加し 

ているとものと考えている。 

 

事業者より示された新たなイメージパース 



1 

 

資料５ 



2 

 



3 

 



4 

 




	次第
	【諮問】1_竜ヶ崎・牛久都市計画　生産緑地地区の変更について
	【諮問】2_竜ヶ崎・牛久都市計画　地区計画の決定について
	その他

